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４ その他 

 

  (1)関係機関との協議結果 

真岡市 くらし安全課 

指導事項等 協議事項 

・交通関係 

  駐車場を出入りする車が歩道を横断する

にあたり、歩行者等の通行に支障がでない

ようにするとともに、駐車場内での歩行者

と自動車の事故にも注意してください。 

  また、生活道路への影響が発生すること

がないようにお願いします。 

・災害関係 

  災害時には、避難者に対し、トイレ・水

道使用の協力をお願いします。 

 

  交通事故の防止に向け、駐車場出口には

停止線の路面標示を行い、オープン時や混

雑時には交通誘導員を配置し、歩行者・自

転車及び自動車との事故の防止に努めま

す。 

  生活道路への影響が発生しないよう、チ

ラシ等により来退店経路の周知に努めま

す。 

  災害時には、可能な範囲でのトイレ・水

道使用の協力を実施します。 

（回答確認日：令和 6 年 9 月 11 日） 

 

真岡市 環境課 

指導事項等 協議事項 

・騒音に係る事項等 

  特に指導事項はありません。 

・廃棄物に係る事項等 

  廃棄物管理責任者を配置し、減量化・資

源化の促進を図ること。 

・その他に係る事項等 

  店舗の運営方法等について周辺住民等か

ら苦情・問い合わせ等があった場合は、誠

意を持って対応すること。 

  廃棄物管理責任者を配置し、減量化・資

源化の促進に努めます。 

 

周辺住民等から、苦情・問い合わせ等が

あった場合には誠意をもって対応させて

いただいきます。 

 

 

（回答確認日：令和 6 年 9 月 4 日）   
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真岡市 都市整備課 

指導事項等 協議事項 

【確認事項】 

・(6)経路の設定等の生活道路等への配慮及

び搬入車両の経路設定等で「生活道路には

誘導しません。」と記載してあるが、出入口

3について生活道路に誘導する形になると

思われるが、対応を検討しているか。また、

従業員駐車場は生活道路を利用すると思わ

れるが、隣接者の配慮や通行方法の統一化

を検討しているか。 

・図面№3周辺見取図について、入庫は右折禁

止、出庫は右折としているが警察との協議

はしているか。（図面に市道と表記している

が、まだ市道ではありません。） 

【指導事項】 

・建物の建築工事については、土地区画整理

法76条許可書に記載してある許可に際して

の付した条件を遵守のこと。 

・建設業者関係車両の路上駐車等で近隣住民

及び通行者に十分な安全確保をすること。 

・建築中及び営業開始後、近隣住民から苦情

等があった場合は、誠意をもって対応する

こと。 

 

・基本の誘導は出入口 1、出入口 2 としてい

ます。出入口 3 については、近隣の方々の

利用を想定しています。 

 従業員に対しては、生活道路利用時の安全

対策を徹底いたします。 

 

 

 

・栃木県警察本部交通規制課様との協議によ

り右折出庫はやむを得ないものとして了承

いただいています。 

 図面及び本文中の「市道」表記は削除しま

した。 

・許可書に記載の事項の通り工事を行いま

す。 

  

・建設業者関係車両の十分な安全確保につい

て徹底を図ります。 

・建築中及び営業開始後、近隣住民から苦情

等があった場合は、誠意をもって対応いた

します。 

（回答確認日：令和 6 年 9 月 27 日） 
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真岡市 都市計画課 

指導事項等 協議事項 

・亀山北地区地区計画（真岡市地区計画の区

域内における建築物の制限に関する条例）

が定められている地区内に所在することか

ら、当該地区計画に適合するよう計画し、

必要な届出を行うこと。 

 

・延床面積1,000㎡以上の小売店舗は真岡市

立地適正化計画における都市機能誘導区域

への誘導施設にあたり、立地予定地は都市

機能誘導区域外となるため、都市再生特別

措置法第108条第1項に基づき届出を行うこ

と。 

 

・景観法及び真岡市景観条例に定める基準に

適合するよう計画し、必要な届出を行うこ

と。 

 

・栃木県屋外広告物条例に定める基準に適合

するよう計画し、必要な届出を行うこと。 

 

・下記のいずれかに該当する場合は開発許可

が必要となるため申請を行うこと。 

・切土した土地の部分に生ずる高さが2ｍを

超える場合 

・盛土した土地の部分に生ずる高さが1ｍを

超える場合 

・切土と盛土を同時にした土地の部分に生ず

る高さが2ｍを超える場合 

・道路や調整池など公共施設を設置する計画

がある場合 

 

・一般公共のように供する駐車面積（車路な

どを除く駐車マスの部分）の合計が500㎡以

上の駐車場を設置する場合には、駐車場法

第11条規定の技術的基準に適合しなければ

ならないため、協議すること。 

・令和 6 年 9 月 11 日に届出を行いました。 

 

 

 

 

 

・令和 6 年 9 月 11 日に届出を行いました。 

 

 

 

 

 

 

・令和 6 年 9 月 11 日に届出を行いました。 

 

 

 

・今後、届出に向けて事前協議等進めさせて

いただきます。 

 

・令和 6 年 9 月 11 日に真岡市都市計画課様

と協議し、許可不要との回答をいただきま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駐車場法に基づく技術的基準に適合してい

ることを令和 6 年 9 月 24 日に真岡市都市

計画課様に確認いただきました。 

 

（回答確認日：令和 6 年 9 月 27 日） 

 

  



 

 73

真岡市 商工観光課 

指導事項等 協議事項 

  計画書について、特に指導事項等ありま

せん。出店後、交通安全上及び騒音等問題

が生じた場合、また周辺住民等から苦情等

があった場合は、必要な方策を検討し、適

切な対策を講じるようお願いします。 

出店後、交通安全上及び騒音等問題が生

じた場合、また周辺住民等から苦情等があ

った場合は、誠意をもって対応いたしま

す。 

（回答確認日：令和 6 年 9 月 3 日） 

 

 

 真岡市総合政策課  指導事項等なし 

 真岡市農政課    指導事項等なし 

 真岡市建設課    指導事項等なし 
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栃木県 地域振興課 

指導事項等 協議事項 

  国土利用計画法第 23 条第１項に基づく

届出の要否について、真岡市都市計画課に

確認してください。 

国土利用計画法については計画当初の

段階で届出の必要がないことを真岡市都

市計画課様に確認いたしました。 

（回答確認日：令和 6 年 9 月 27 日） 

 

栃木県 環境保全課 

指導事項等 協議事項 

・出店後は静穏保持に努め、周辺住民から騒

音に関する苦情が発生した場合には速やか

に対策を講じ、誠意ある対応を行うようお

願いします。（回答不要） 

・出店後は静穏保持に努め、周辺住民から苦

情が発生した場合には、速やかに対策を講

じ、誠意ある対応を行います。 

    

 

栃木県 資源循環推進課 

指導事項等 協議事項 

○栃木県では令和３（2021）年度から令和７

（2025）年度までを計画期間とする資源循

環推進計画を策定し、廃棄物の排出抑制を

第一にした上で、リサイクルの促進など、

循環型社会の形成を推進するための施策を

展開することとしております。 

出店店舗におかれましては、本計画の趣旨

を御理解いただき、食品ロスの削減、エコ

マークの認定商品等の取扱い拡充及び回

収ボックス設置による包装容器の店頭回

収等、循環型社会の形成に資する取組につ

いて、御協力くださいますようお願いいた

します。 

○栃木県では令和３（2021）年度から令和 12

（2030）年度までを計画期間とする食品ロ

ス削減推進計画を策定し、食品ロス削減の

ための施策を総合的に推進することとして

おります。 

出店店舗におかれましては、本計画の趣旨

を御理解いただき、食品ロスの発生実態や

削減の必要性に関する理解を深め、食品ロ

ス量の削減を図るとともに、未利用食品や

規格外品の活用等、食品ロス削減に資する

取組について、御協力くださいますようお

願いいたします。 

 適切な在庫管理等を行い、食品ロスの削減

に努めます。また、包装の簡略化や容器包

装の回収ボックス等の設置など、循環型社

会の形成に向け、積極的に取り組みを進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （回答確認日：令和 6 年 9 月 3 日） 
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栃木県 交通政策課 

指導事項等 協議事項 

・店舗のオープン後、周辺道路に想定以上の

渋滞や交通安全上の問題が発生した場合に

は、関係する道路管理者や交通管理者と協

議を行い、必要な対応をお願いします。 

 店舗のオープン後、周辺道路に想定以上の

渋滞や交通安全上の問題が発生した場合に

は、関係する道路管理者や交通管理者と協議

を行い、必要な対応を実施いたします。 

（回答確認日：令和 6 年 9 月 5 日） 

 

栃木県 道路整備課 

指導事項等 協議事項 

将来的に道路拡幅の計画があるので、真岡

土木事務所と協議すること。 

 将来的な道路拡幅の計画を含めた協議を真

岡土木事務所様保全管理課松田様、阿久津様、

黒崎様と継続して行い、令和 6 年 4 月 26 日

の協議により施工承認申請を提出しても良い

との回答をいただきました。 

（回答確認日：令和 6 年 9 月 3 日） 

 

栃木県 道路保全課 

指導事項等 協議事項 

１ 県管理道路に接道する乗入れ等につい

て、道路構造の改変等がある場合は、道路

法第24条の承認が必要となりますので、確

認をお願いします。 

２ 計画地内の雨水排水について、県管理排

水施設に接続しないで下さい。 

※指導事項等については、真岡土木事務所と

協議願います。 

 真岡土木事務所様との協議を進め、施工承

認申請を提出しても良いとの承諾をいただい

ています。 

 

 

 

 

（回答確認日：令和 6 年 9 月 3 日） 

 

栃木県 上下水道課 

指導事項等 協議事項 

汚水処理計画及び雨水処理計画につい

ては、真岡市担当課と協議願います。（回答

不要） 

  汚水処理については、令和 6 年 4 月 25 日

に真岡市下水道課様と協議済です。 

雨水処理については、令和 6 年 9 月 11

日に真岡市下水道課様と協議済です。 
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栃木県 都市政策課 

指導事項等 協議事項 

＜景観づくり担当＞ 

・真岡市景観計画に基づく行為の届出につい

て、真岡市都市計画課と協議してください。 

・屋外広告物を設置する場合には、栃木県屋

外広告物条例に基づく許可申請について、

真岡市都市計画課と協議してください。 

＜開発指導担当＞ 

・都市計画法第 29 条の開発許可の要否につ

いて、真岡市都市計画課と協議してくださ

い。 

＜計画担当＞ 

・当該地は「亀山北地区地区計画」の内容に

則して立地することが必要になります。詳

細については、真岡市都市計画課と協議し

てください。 

・立地適正化計画に定める都市機能誘導区域

外に誘導施設を建築等する場合には届出が

必要となりますので、真岡市都市計画課と

協議してください。 

・自動車の駐車の用に供する部分の面積が

500 ㎡以上の路外駐車場の構造及び設備に

ついては、駐車場法第 11 条の規定に基づく

技術的基準の適合義務が生じますので、真

岡市都市計画課（駐車場法担当）と協議し

てください。 

・駐車場の設置にあっては、「栃木県安全で安

心なまちづくり推進指針（犯罪の防止に配

慮した道路・公園・駐車場に関する指針）」

を参考にしてください。 

・当該地は土地区画整理事業地内のため、土

地区画整理事業の施行の障害となるおそれ

がある建築行為等を行う場合には、土地区

画整理法第 76 条の許可が必要となります

ので、真岡市都市整備課と協議してくださ

い。 

 

・令和 6 年 9 月 11 日に届出済みとなってい

ます。 

・今後事前協議を進めさせていただきます。 

 

 

 

・令和 6 年 9 月 11 日に真岡市都市計画課様

と協議し、許可不要と回答をいただきまし

た。 

 

・令和 6 年 9 月 11 日に届出済みとなってい

ます。 

 

 

・令和 6 年 9 月 11 日に届出済みとなってい

ます。 

 

 

・駐車場法に基づく技術的基準に適合してい

ることを令和 6 年 9 月 24 日に真岡市都市

計画課様に確認いただきました。 

 

 

 

・駐車場の設置にあたっては、左記の指針に

基づく措置を講じるよう努めます。 

 

 

・土地区画整理法第 76 条の許可について、令

和 6 年 8 月 21 日に許可済となっています。 
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＜盛土安全推進班＞ 

現在、県では、令和７年４月１日に宅地

造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）

の規制区域を指定できるよう準備を行っ

ております。 

  規制区域指定後においては、規制区域内

で一定規模の盛土等を行う場合には許可等

が必要となることに加え、規制区域指定時

に当該計画に係る工事を継続している場合

でも、届出が必要になることがあります。 

  そのため、令和７年４月１日以降に工事

に着手する場合又は、令和７年４月１日時

点で工事を継続している計画である場合に

は、盛土規制法の規制の適用を受けること

がありますので、詳細な図面や工程表をも

とに、相談願います。 

  なお、規制区域の内外を確認したい場合

については、現在、県のホームページにて

規制区域の案（現段階での案であり、確定

したものではありません。）を公表しており

ますので、そちらを御確認ください。 

 

令和 6年 9月 6日栃木県都市政策課様と

協議し、工事時期に応じた手続きを行うな

ど、盛土規制法について適切に対応するこ

とを説明し、了解をいただきました。 

（回答確認日：令和 6 年 9 月 30 日） 

 

栃木県 建築課 

指導事項等 協議事項 

建築基準法、建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律（建設リサイクル法）、

建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律（建築物省エネ法）、高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（バリアフリー法）、栃木県ひとにやさし

いまちづくり条例等について、真岡土木事

務所建築指導担当と協議願います。 

なお、協議日付、協議先、担当者等の協

議結果について、栃木県県土整備部建築課

建築指導班まで報告願います。 

・建築基準法については、日本 ERI へ申請中

です。確認済証交付は 10 月中旬予定となっ

ております。 

・建設リサイクル法については、着工 7 日前

までに提出予定です。 

・建築物省エネ法については、日本 ERI へ申

請中です。 

・バリアフリー法については、日本 ERI へ申

請中です。確認済証交付は 10 月中旬予定と

なっております。 

・栃木県ひとにやさしいまちづくり条例につ

いては、令和 6 年 9 月 11 日に真岡土木事

務所建築指導課様に提出済みです。 

（回答確認日：令和 6 年 10 月 2 日）      
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栃木県警察本部 交通規制課 

指導事項等 協議事項 

○ 令和 6 年 6 月 24 日、事前協議終了。 

○ 今後、乗入口の位置に変更が生じた場合

は、関係各課と協議し、当課とも再協議願

います。 

 今後、乗入口の位置等に変更が生じる場合

には、関係各課と協議し、交通規制課様とも

再協議いたします。 

 （回答確認日：令和 6 年 9 月 3 日） 

 

栃木県 経営支援課 

指導事項等 協議事項 

店舗名称が確定した際は、遅滞なく変更

届出を行ってください。 

店舗名称の確定時には速やかに変更届

出を提出させていただきます。 

    （回答確認日：令和 6 年 9 月 27 日） 

 

 

  栃木県 県民協働推進課  指導事項等なし 

  栃木県 都市整備課    指導事項等なし 

 

 

 

 

 

 


